
 

 

別紙様式１（ひな型）                                 （日本産業規格Ａ４） 

 

厚 生 労 働 省 文 書 番 号             

金融庁又は財務局文書番号 

令  和   年   月   日 

 

 

（商号又は名称）          

（代表者氏名）          殿 

 

 

厚 生 労 働 大 臣               

金 融 庁 長 官          

各 財 務 局 長          

福岡財務支局長               

沖縄総合事務局長          

 

 

確定拠出年金運営管理機関の登録について 

 

令和   年   月   日付けで申請のあった確定拠出年金運営管理機関の登

録については、確定拠出年金法 （平成１３年法律第８８号） 第９０条第 1 項の規定

により登録したので通知する。 

なお、登録番号は「       」とする。 



 

 

別紙様式２（ひな型）                                 （日本産業規格Ａ４） 

 

厚 生 労 働 省 文 書 番 号             

金融庁又は財務局文書番号 

令  和   年   月   日 

 

 

（商号又は名称）          

（代表者氏名）          殿 

 

 

厚 生 労 働 大 臣                

金 融 庁 長 官          

各 財 務 局 長          

福岡財務支局長               

沖縄総合事務局長          

 

 

確定拠出年金運営管理機関の登録の拒否について 

 

令和   年   月   日付けで申請のあった確定拠出年金運営管理機関の登

録については、確定拠出年金法 （平成１３年法律第８８号） 第９１条第 1 項第 号

の規定に基づき、下記理由により登録を拒否することとしたので通知する。 

なお、この処分について不服があるときには、この処分があったことを知った日の

翌日から起算して６０日以内に主務大臣に対して行政不服審査法（昭和３７年法律

第１６０号）に基づく異議申立て又は審査請求をすることができる。 

また、この処分について訴訟により取消しを求めるときには、この処分があったこと

を知った日から６ヶ月以内に国を被告として行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３９

号）に基づく処分の取消しの訴えを提起することができる。 

 

記 

 

 拒否理由 

 

 

 

 



 

 

別紙様式３(ひな型)                                （日本産業規格Ａ４） 

 

 

意      見      書 
 

確定拠出年金運営管理機関の概要  

 

 
 

（登録番号） 

 

（役員の状況） 

 

（問題点） 

 

 

直 前 の 検 査 結 果          

 

 

 

苦 情 の 状 況  

 

 

 

行 政 処 分 等  

 

 

 

総 合 評 価  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

別紙様式４（ひな型）                                 （日本産業規格Ａ４） 

 

 

確定拠出年金運営管理機関登録簿閲覧申請書 

                               年  月  日 

  金 融 庁 長 官            

  各 財 務 局 長          

  福岡財務支局長            殿 

  沖縄総合事務局長          

 
  

登録番号 

 

確定拠出年金運営管理機関の商号又は名称 

 

貸出 

 

返却 

 

 

 

 

 

   

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

  上記確定拠出年金運営管理機関登録簿を閲覧したいので申請します。 

 

 

申請者氏名                       

 

 

住所                       

 

 

     電話番号 （   ）    －         

 

 

     職業                       

 

           

 

 

貸 出 

 

 

 時  分 

 

 

返 却 

 

 

 時  分  

 

 



 

 

別紙様式５（ひな型）                             （日本産業規格Ａ４） 

 

 

 

無登録で確定拠出年金運営管理業を営んでいる者に対する警告書 

 

 

○○○○株式会社 

 代表取締役社長 ○○ ○○ 殿 

 

 

財務（支）局長        

 

 

 

確定拠出年金運営管理業は、厚生労働大臣及び内閣総理大臣の登録を受けな

ければこれを営むことができないこととなっております。 

今般、当局が調査しましたところ、貴社の行為は確定拠出年金運営管理業に該

当していると認められますので、直ちに当該行為を取り止めるよう警告します。 

つきましては、貴社における是正措置予定を令和○年○月○日までに書面によ

りご回答願います。 

なお、期限までに回答がなされない場合若しくは当局の警告に応じられない場合

は、しかるべき措置をとることとしますので、念のため申し添えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


